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 政治資金規正法（昭和 23年法律第 194 号）第 12条第１項の規定による政治

団体の収支に関する報告書について、福岡たかまろ後援会から令和２年４月 15

日に訂正の報告があったので、令和元年 11月 29 日付け佐賀県公報で公表した

政治団体の収支に関する報告書の要旨（平成 30年分）の一部を次のとおり訂正

する。 

  令和２年７月 21日 

      佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

 総括表の福岡たかまろ後援会の項中「30,772,340」を「46,652,340」に、

「24,225,034」を「40,105,034」に、「1,335,772」を「17,215,772」に、「22,425,000」

を「38,305,000」に改める。 

 ３.事業による収入の内訳の表の福岡たかまろ後援会の項中 

 

福岡たかまろ朝食会政治資金

パーティー開催事業 
3,750,000 

 を 
福岡たかまろ君を励ます会政

治資金パーティー開催事業 
18,675,000 

 

福岡たかまろ朝食会政治資金

パーティー開催事業 
3,750,000 

 に改める。 
福岡たかまろ君を励ます会政

治資金パーティー開催事業 
18,675,000 

福岡たかまろ君を励ます会政

治資金パーティー開催事業 
15,880,000 

 
７.特定パーティの概要の表の福岡たかまろ後援会の項中 

 

福岡たかまろ君を励

ます会 
18,675,000 475 

東京都千代田

区 
 を 
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福岡たかまろ君を励

ます会 
18,675,000 475 

東京都千代田

区 
 に改める。 

福岡たかまろ君を励

ます会 
15,880,000 348 

佐賀市 

 
 ８.政治資金パーティの対価に係る収入の内訳の表の福岡たかまろ後援会の
項中 

 

政治団体 製薬産業政治連盟 400,000 東京都中央区  を 

 

団体 一般社団法人建設業

協会佐賀 
240,000 佐賀市 

 

 に改める。 

佐賀県生コンクリー

ト協同組合 
300,000 多久市 

政治団体 製薬産業政治連盟 400,000 東京都中央区 

佐賀県医師連盟 500,000 佐賀市 
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